
資料７ 減免規定一覧 

 
 利用料金の減免の規定は、相模原市立産業会館条例第８条（資料１１－１）及び相模原

市立産業会館条例施行規則第１１条（資料１１－２）で、次の５項目が定められています。 
 

該当項目 減免率 
（１）相模原商工会議所、城山商工会、津久井商工会、相模湖商工会、

藤野商工会又は公益財団法人相模原市産業振興財団が主催する産

業振興を推進するための事業のために利用するとき。 
５０％  

（２）市が主催し、又は共催する産業振興を推進するための事業のため

に利用するとき。 
５０％  

（３）国又は県が主催する産業振興を推進するための事業のために利用

するとき。 
５０％  

（４）指定管理者が条例第２２条の規定により行う同条第７号の事業の

ために利用するとき。※ 
１００％  

（５）前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認め、

市長の承認を得たとき。 
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